
省

令

改

正

後

改

正

前

（
特
定
委
託
者
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
個
人
）

（
特
定
委
託
者
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
九
十
条
の
十
一

法
第
百
九
十
七
条
の
六
第
一
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

第
九
十
条
の
十
一

法
第
百
九
十
七
条
の
六
第
一
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
個
人

四

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
個
人

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的

に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の

資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）の
合
計

額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

ロ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的

に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の

資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）の
合
計

額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

（
略
）

（
略
）

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利

（

に
掲
げ
る
も
の
及
び

に
掲
げ
る
も

の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
特
例
事
業
者
と
締
結
し
た
も
の

に
限
る
。）を
除
く
。）

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利

（

に
掲
げ
る
も
の
及
び

に
掲
げ
る
も

の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
特
例
事
業
者
と
締
結
し
た
も
の

に
限
る
。）を
除
く
。）

〜

（
略
）

〜

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

弁
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
六
条

法
第
十
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
科
目

に
つ
い
て
行
う
試
験
を
免
除
す
る
。

第
六
条

法
第
十
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
科
目

に
つ
い
て
行
う
試
験
を
免
除
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

第
三
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

科
目
に
関
す
る
研
究
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
百

四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定

め
る
学
位
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
専
門
職
大
学

院
が
修
了
要
件
と
し
て
定
め
る
一
定
の
単
位
を

修
得
し
、
か
つ
、
当
該
専
門
職
大
学
院
が
修
了

要
件
と
し
て
定
め
る
論
文
の
審
査
に
合
格
し
た

者

当
該
科
目

二

第
三
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

科
目
に
関
す
る
研
究
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
百

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
定

め
る
学
位
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
専
門
職
大
学

院
が
修
了
要
件
と
し
て
定
め
る
一
定
の
単
位
を

修
得
し
、
か
つ
、
当
該
専
門
職
大
学
院
が
修
了

要
件
と
し
て
定
め
る
論
文
の
審
査
に
合
格
し
た

者

当
該
科
目

三
〜
十
二

﹇
略
﹈

三
〜
十
二

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成年月日 月曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
令
第
二
号

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
商
品

先
物
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

藤

健

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
八
十
五
号

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
一
条
第
六
号
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
弁
理
士
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成




		2017-11-24T17:25:27+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




